様式第２号
埼玉県介護員養成研修事業　指定(不指定)通知書

発　番
日　付
　申請団体名
　　代表者　様
埼玉県知事　　　　　　　　　　　　　
　年　月　日　第　号で申請のあった埼玉県介護員養成研修事業の指定については、下記のとおり決定する。
記
（埼玉県介護職員初任者研修（通学・通信)課程・埼玉県生活援助従事者研修）の研修事業者として指定する(指定しない)。
(指定しない理由)

教　示
１　審査請求について 

　　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。
　　ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
　提出先　○○市○○町○番地○○号　埼玉県○○福祉事務所

　　　電話　○○○―○○○―○○○○

２　取消訴訟について

この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県知事です。
ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
